
「堺市災害廃棄物処理計画」の策定について 

 

１．計画の背景・趣旨 

○ 国においては、都道府県及び市町村における災害廃棄物処理計画の作成に資することを

目的に、災害時における廃棄物処理を適正かつ迅速に行うために必要となる基本的事項を

まとめた「災害廃棄物対策指針」が平成 26 年 3 月に改定。 

 ○ 今後30年以内に発生の可能性が高いとされる南海トラフ巨大地震など大規模災害発生

時には、平常時と性状の異なる膨大な量が発生すると想定。 

 ○ 平常時にあらかじめ必要な想定を行い、課題の抽出・整理を行うとともに、具体的で実

効性のある対策を事前に検討・準備しておくことが必要。 

 

大規模災害発生時の災害廃棄物（避難所ごみ等を含む）を迅速かつ適切な処理を行い、

市民の健康への配慮や安全の確保、衛生や環境面での安全・安心の確保を図るため、平成

２９年３月に「堺市災害廃棄物処理計画」を策定した。 

 

２．策定の経過 

平成 28 年 11 月 21 日  堺市廃棄物減量等推進審議会に素案を報告 

平成 28 年 12 月 27 日  堺市環境都市推進会議に案を付議 

平成 29 年 2 月 10 日～3 月 14 日 パブリックコメントの実施 

平成 29 年 3 月 30 日   パブリックコメント結果の公表 

平成 29 年 3 月 31 日   計画策定 

 

3．計画の内容 

○総則（堺市の概況、対象とする災害、対象とする災害廃棄物等） 

○災害廃棄物処理に係る基本的事項（基本方針、処理期間、実行計画、組織体制等） 

○災害廃棄物対策（発生量の推計、収集運搬、仮置場、処理・処分等） 

 ※詳細については、冊子「堺市災害廃棄物処理計画」参照 

 

4．今後の取組（予定） 

○各種マニュアルの整備…環境局災害廃棄物対策推進プロジェクトチームを組織し、災害廃

棄物処理計画をより具体化した各種マニュアルの整備を進める 

○訓練・研修の実施…今年度は、本市職員を対象とした災害廃棄物処理担当者研修を実施 
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